
 

事故報告について 

 

本市の介護保険事業運営につきまして、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 

介護保険施設等における事故発生時に係る対応につきまして、令和 6年 11月 29 日付厚生労働省老健局

高齢者支援課・認知症施策・地域介護推進課長・老人保健課長通知の発出に伴い、以下の通り取り扱い

を変更いたします。ご対応の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のホームページより、改訂後の報告様式をダウンロードいただき、同ホームページ内フォームより

ご提出をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告基準につきましては、令和 6(2024)年 12 月 1日(高対第 972-1 号) 栃木県保健福祉部高齢対策課長

通知のとおりとなります。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

資料 4 

変更点 

・報告様式が改訂されました。 

・原則、ホームページ内フォームにてご提出をお願いいたします。 

 

小山市ホームページ「介護サービス事業所における事故等発生時の報告書の提出について」 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/kaigo/jigyousha/page001578.html 

 

ホームページへの行き方 

１．小山市ホームページ右上の検索バーにて「事故 報告」で検索いただくと検索結果に表示されます。 

２．ホーム＞健康・福祉・介護＞介護＞介護保険事業者＞介護サービス事業所における事故等発生時の報

告書の提出について 

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kenkou-fukushi-kaigo/kaigo/jigyousha/page001578.html

